
 
関 西 学 院 後 援 会 規 約  

 （ 名 称 及 び 目 的 ）  
第 １ 条  本 会 は 関 西 学 院 後 援 会 と 称 し 、 学 院 の 教 育 目 的 達 成 の た め 保 護 者 の 立 場 か ら 後

援 を な す を も っ て 目 的 と す る 。  

  （ 会  員 ）  
第 ２ 条  関 西 学 院 大 学 各 学 部 及 び 聖 和 短 期 大 学 ・ 関 西 学 院 高 等 部 ・ 関 西 学 院 中 学 部 ・ 関

西 学 院 初 等 部 ・ 千 里 国 際 中 等 部 高 等 部 の 学 生 ・ 生 徒 ・ 児 童 等 の 保 護 者 を も っ て
会 員 と す る 。  

  （ 代 議 員 ）  
第 ３ 条  本 会 に 代 議 員 を 置 く 。  

代 議 員  若 干 名  各 部 か ら そ れ ぞ れ 会 員 ５ ０ 名 に 対 し １ 名 の 割 合 を も っ て 推 薦
し 、 会 員 の 同 意 を 得 る 。  

 （ 役  員 ）  
第 ４ 条  本 会 に 次 の 役 員 を 置 く 。  

１  幹 事 若 干 名  代 議 員 の 中 か ら 代 議 員 会 に お い て 選 出 す る 。  
２  常 務 役 員 会   長  １ 名  副 会 長   ２ 名  会  計  １ 名  
  会 計 監 査  ２ 名  庶  務   若 干 名  
  幹 事 会 に お い て 互 選 す る  
３  相 談 役 若 干 名  幹 事 会 に お い て 委 嘱 す る こ と が で き る 。  
 

 （ 代 議 員 及 び 役 員 の 任 期 ）  
第 ５ 条  代 議 員 及 び 役 員 の 任 期 を 次 の ご と く 定 め る 。  

１  代 議 員 及 び 幹 事 の 任 期 は そ の 子 女 の 在 学 期 間 と す る 。  
２  常 務 役 員 の 任 期 は １ 年 と す る 。 た だ し 、 再 選 を 妨 げ な い 。  
３  相 談 役 の 任 期 は 特 に 定 め な い 。  

 （ 役 員 の 職 務 ）  
第 ６ 条  会 長 は 本 会 を 代 表 し 会 務 を 統 理 し 代 議 員 会 及 び 幹 事 会 の 議 長 と な る 。  
 副 会 長 は 会 長 を 補 佐 し 会 長 支 障 あ る と き は こ れ を 代 理 す る 。  
 幹 事 は 幹 事 会 を 組 織 し 会 長 、 副 会 長 と 協 力 し 重 要 な る 事 項 を 審 議 す る 。  

 （ 事  業 ）  
第 ７ 条  本 会 の 事 業 は 第 １ 条 の 目 的 達 成 の た め 幹 事 会 に お い て 協 議 し 、 代 議 員 会 で 決 定

す る 。  

 （ 総  会 ）  
第 ８ 条  本 会 の 総 会 は 、 代 議 員 会 を も っ て こ れ に 代 え る 。  
 代 議 員 会  毎 年 ６ 月 定 期 に こ れ を 開 き 事 業 及 び 会 計 の 報 告 を す る ほ か 、 会 長 が

特 に 必 要 と 認 め た と き は 臨 時 に こ れ を 開 く こ と が あ る 。  

 （ 役 員 会 ）  
第 ９ 条  本 会 の 役 員 会 は 次 の と お り と す る 。  

１  常 務 役 員 会 必 要 に 応 じ 会 長 が こ れ を 招 集 す る 。  
２  幹 事 会 必 要 に 応 じ 会 長 が こ れ を 招 集 す る 。  

 （ 会  計 ）  
第 10 条  

１  本会の会計年度は毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終るものとする。 
２  会 費 は 幹 事 会 に お い て 決 定 し 、 代 議 員 会 の 承 認 を 経 る も の と す る 。  

（ 事 務 局 ）  
第 11 条  本 会 の 事 務 局 は 関 西 学 院 総 務 部 校 友 課 が 担 う 。  

（ 卒 業 生 家 族 の 会 ）  
第 12 条  本 会 の も と に 「 関 西 学 院 後 援 会 卒 業 生 家 族 の 会 」 を 置 く 。 そ の 規 約 は 別 に 定 め

る 。  
第 13 条  本 会 の 事 務 進 捗 の た め 幹 事 会 に お い て 協 議 の う え 、細 則 を 設 け る こ と が で き る 。 
第 14 条  本 会 規 約 の 改 正 を 要 す る と き は 幹 事 会 に お い て 決 議 し 代 議 員 会 の 承 認 を 経 る も

の と す る 。  
 細  則  
 １  会 費 は 保 護 者 か ら 直 接 関 西 学 院 後 援 会 へ 払 込 む も の と す る 。  
 ２  会 費 の 使 用 に つ い て は 関 西 学 院 当 局 と 協 議 の う え 、 幹 事 会 に お い て 定 め る 。  

１ ９ ７ ３ 年 ６ 月 ２ ３ 日 改 正  
 ～ 略 ～  
２ ０ １ ７ 年 ６ 月 １ ７ 日 改 正  
２ ０ ２ １ 年 ６ 月 １ ９ 日 改 正  


